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 ＜考え方について＞  

 

Ｑ－１(1) 企業規模が、中小企業基本法の規定する「中小企業者」の範囲に該当しませんが、

よこはまグッドバランス賞には応募できないのでしょうか。 

Ａ－１(1) 法の規定する「中小企業者」に該当せずとも、2020年４月１日時点の総従業員数

が300人以下の企業等については、ご応募いただけます。 

 

Ｑ－１(2) 法人単位で300人以下であることが必須ですか。幼稚園や病院、保育所など一法

人で複数の事業所を経営していますが、それぞれが応募することはできますか。  

Ａ－１(2) 法人全体で300人以下であることが応募の条件です。  

 

Ｑ－１(3) 総従業員数に役員は含まれますか。  

Ａ－１(3) 役員等は総従業員数に含みません。ただし、雇用保険に加入しているなど、従業

員を兼ねている場合は含みます。  

 （総従業員数＝常時雇用する従業員。正社員、パート、アルバイトなどの名称に関

わらず、①期間の定めなく雇用されている者、②過去１年以上の期間について引き

続き雇用されている者または雇入れの時から１年以上引き続き雇用されると見込

まれるもの、のいずれかに該当する従業員を指します。また、一定の期間を定めて

雇用されている者または日々雇用される者であってその雇用期間が反復更新され

ていて、事実上①と同等と認められる者についても含みます） 

 

Ｑ－１(4) 認定期間が２年間とのことですが、現在認定期間中であっても、継続賞や特別賞

を目指して再度応募することはできますか。 

Ａ－１(4) ご応募いただけます。その場合の認定期間については、新たに認定された翌年１

月１日から２年間となります。 

 

Ｑ－１(5) 特別賞の選定基準はありますか。 

Ａ－１(5) ６つの評価軸がバランスよく点数がとれている企業等の中から、特に他の企業等

のロールモデルとなるような顕著な取組をしている企業等を表彰しています。 

 

Ｑ－１(6) 事業年度が４月から３月までではないのですが、どの時点の数値とすればよいで

すか。 

Ａ－１(6) 各企業等の各事業年度にあわせて記入してください。 

 

Ｑ－１(7) 記載欄が足りないので枠を広げてもいいですか。 

Ａ－１(7) 枠は広げずに記載してください。（印刷時に字が見切れていても構いません） 
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Ｑ－１(8) 認定審査はどのように行われますか。 

Ａ－１(8) 第三者機関である、外部有識者による「よこはまグッドバランス賞認定委員会」

において、応募用紙を元に書面審査を行います。 

 

Ｑ－１(９) 就業規則の量が非常に多いのですが、すべて提出が必要ですか。 

Ａ－１(９) 応募用紙や「よこはまグッドバランス賞労働関係法令等確認シート」に関わる

部分の提出のみで大丈夫です。社会保険労務士等が応募企業等を訪問させていた

だいた際に、場合によっては内容を確認することがあります。 

 

 

 

＜よこはまグッドバランス賞 応募申請書について＞  

 

Ｑ－２(1) 応募申請書の「従業員の状況」や「男女の平均勤続年数」について、非正規の社員

も含まれますか。 
Ａ－２(1) 含まれます。 
 
 
 

＜よこはまグッドバランス賞 労働関係法令等確認シートについて＞  

 

Ｑ－３(1) よこはまグッドバランス賞労働関係法令等確認シートは提出するのですか。 
Ａ－３(1) 提出の必要はありません。働き方改革を進める上で基礎となる、主な法令で定め

られた項目を記載していますので、各項目についてそれぞれ御確認ください。 
 
Ｑ－３(2) よこはまグッドバランス賞労働関係法令等確認シートの項目で取り組めていな

い項目がある場合は応募できないのですか。 
Ａ－３(2) よこはまグッドバランス賞労働関係法令等確認シートに記載されている項目は、

基本的にすべて法令で定められた項目です。内容を確認いただき、取り組んでいた

だいた上でご応募いただきますようお願いします。 
 

 

＜様式１ 応募用紙についてのＱ＆Ａ＞  

 

Ｑ－４(1) いくつ○がつけば（何点以上なら）認定になりますか。 

Ａ－４(1) 昨年度は、100点満点中、70点以上を認定基準点としました。今年度も大きくは

変更しない予定ですが、詳細は外部有識者による「よこはまグッドバランス賞認定

委員会」で決定します。 
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Ｑ－４(2) 色のついたセルとそうでないセルの違いは何ですか。 
Ａ－４(2) 選択・記載欄に色のついたセルは、認定審査に関わる回答必須項目です。色のつ

いていないセルは特別賞の選考等に関わる項目であり、回答は任意ですが、ご回答

いただきますようお願いします。 
 

Ｑ－４(3) 項目６について、「長時間労働」とは「所定労働時間を超える時間」とのことで

すが、本来は法律上の「時間外労働」、つまり、労働基準法で定められた「法定労働

時間」を超える、「法定外労働時間」のことではありませんか。 

Ａ－４(3) 御指摘のとおり、一般的に考えられている「残業」と法律上の「時間外労働」が

異なっている場合があります。いわゆる「残業」というと、会社等で定めた「所定

労働時間」を超える時間のことを指すと考える方が多いかと思います。一方、法律

上の「時間外労働」とは、労働基準法で定められた「法定労働時間」である１日８

時間、１週 40時間を超える時間のことを言います。今回の項目では、一般的に企業

等が管理・把握していることの多い、「所定労働時間を超える時間」を「長時間労働」

と定義しました。 

（※働き方改革の一環としての法改正のあった時間外労働の上限規制は、上記のうち、

法律上の「時間外労働」を指します） 

 

Ｑ－４(4)項目６について、管理監督者は労働時間の管理は不要ではないのですか。 

Ａ－４(4)働き方改革の一環として労働安全衛生法が改正され、長時間労働者に対する医師に

よる面接指導の履行確保を図るため、管理監督者の労働時間の状況（いかなる時間帯

にどのくらいの時間、労務を提供しうる状態にあったかということ）についても、把

握しなければならないこととなりました。 

 

Ｑ－４(5) 項目８の「減少」の定義は。 

Ａ－４(5) 2017年度の時間外労働時間より、2019年度の実績が減少している場合です。 

 

Ｑ－４(6) 項目８・９の実績の対象者には管理監督者を含みますか。 

Ａ－４(6) 含みます。 

 

Ｑ－４(7) 項目11の「増加」の定義は。 

Ａ－４(7) 2017年度の年次有給休暇の平均取得率より、2019年度の実績が増加している場合

です。 

 

Ｑ－４(8) 項目11の実績の対象者には管理監督者を含みますか。 

Ａ－４(8) 含みます。 
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Ｑ－４(9) 項目11の年次有給休暇の平均取得率の計算方法を教えてください 

Ａ－４(9) 「年次有給休暇取得日数の総計」÷「年次有給休暇付与日数の総計（前年度繰り

越し分を除く総数）×100」 

 

Ｑ－４(10) 項目16の制度内容はどういうことを指しますか。 

Ａ－４(10) フレックスタイム：１か月以内の一定期間（清算期間）における総労働時間を

あらかじめ定めておき、労働者はその枠内で各日の始業及び終業の時刻を自主的

に決定し働く制度 

      繰上・繰下勤務：実労働時間を変えることなく、 所定の始業時間と終業時間を

早くしたり遅くしたりすること。（例：１日の労働時間は８時間なので朝１時間

早く出勤して１時間早く終業する） 

テレワーク：在宅勤務 

サテライトオフィス：自宅以外（サテライトオフィス、介護宅等）でのテレワー

ク 

 

Ｑ－４(11) 項目17の制度内容はどういうことを指しますか。 

Ａ－４(11) 職務限定：職務の途中変更なし 

勤務地限定：引越ししなくても通勤可能な部署への限定配置 

      短時間正社員：フルタイム正社員と比較して、1週間の所定労働時間が短い正規

型の社員であって、次のいずれにも該当する社員のこと①期間の定めのない労働

契約（無期労働契約）を締結している②時間当たりの基本給及び賞与・退職金等

の算定方法等が同種のフルタイム正社員と同等 

 

Ｑ－４(12) 項目37の再就職の受け入れについて、正社員ではなく契約社員等の非正規社員

も含まれますか。 

Ａ－４(12) 非正規社員も含みます。 

 

Ｑ－４(13) 項目38の「上昇」とはどういう場合ですか。 

Ａ－４(13) 2018年度の割合より、2020年度の割合が増加している場合です。 

 

Ｑ－４(14) 「目標を設定している」とはどのような状態ですか。 

Ａ－４(14) 設定した目標が社内で共有されている状態です。社外への公表等は必須ではあ

りません。 


